
　
り
可
申
哉
ミ
存
候
、
其
元
様
子
次
第
、
明
後
日
参
候
様
に
可
致

　
候
、
奥
申
候
は
、
折
角
参
候
而
も
指
詰
候
而
者
、
無
詮
存
候
間
何

　
噌
こ
ぞ
明
日
に
も
一
度
由
に
候
御
相
談
候
燕
御
申
越
待
入
候
、
將

　
異
母
重
一
窓
越
申
越
，
出
家
中
へ
御
振
廻
殿
様
に
ε
存
候
、
序

　
も
候
は
ば
雲
岩
へ
傳
言
頼
入
候
、
以
上

　
　
　
一
二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
美
濃
守

　
　
龍
興
寺
岱
首
座

　
こ
れ
は
元
緑
十
六
年
の
も
の
で
、
雲
斗
の
危
篤
に
追
つ

穴
ご
き
の
こ
ご
で
あ
る
、
そ
の
師
の
病
を
憂
ふ
る
情
の
切

な
る
機
子
が
あ
り
一
ご
見
え
る
、
雲
巖
は
や
が
て
左
の

僻
世
を
遽
し
て
、
そ
の
月
九
日
越
寂
し
た

　
老
櫓
嬬
公
理
檀
筆
者
幾
乎
二
十
年
突
、
加
之
、
近
頃
老
病
蓬
躬

　
馨
藥
昔
細
田
幾
度
、
誠
親
切
丁
寧
、
r
恰
如
父
兄
の
如
予
輝
和
無

　
眼
、
而
聖
霊
報
謝
、
欲
論
輝
不
會
、
欲
談
法
不
母
法
，
不
如
以

　
辞
世
一
旬
、
塗
扇
林
公
之
一
笑

　
　
　
　
購
世
云

　
　
浬
拝
生
死
　
　
露
柱
懐
胎

　
　
末
後
一
華
　
　
鐵
鈷
三
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
岩
全
底

　
　
　
別
別

醤
藩
内
．
外
遽
債
露
分
㈹

澤

田

章

｝、

言

第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
野
営
内
外
遽
硫
鷹
分

明
治
四
年
七
月
康
藩
を
断
行
せ
る
結
果
．
當
時
政
府
に

於
い
て
は
之
が
解
決
整
理
を
要
す
べ
き
幾
多
の
問
題
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
－
　
　
老
　
（
三
五
五
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
落
藩
内
外
遽
蟹
磁
分

一
時
に
山
の
如
く
集
り
、
流
石
の
當
局
考
を
し
て
狼
狽
昏

倒
せ
し
む
る
有
様
で
あ
っ
た
。
即
ち
奮
藩
引
繊
の
土
地
歳

入
の
整
理
問
題
、
藩
札
の
慮
分
問
題
，
二
野
配
分
問
題
等
、

何
れ
も
急
速
を
要
し
而
か
も
重
大
に
し
て
且
至
心
な
る
問

題
の
み
で
あ
っ
た
。
藏
に
述
べ
ん
ご
す
る
蕎
藩
内
外
蓮
債

庵
分
問
題
も
そ
の
㎝
で
あ
る
。

　
奮
藩
内
外
蓮
沼
ビ
は
奮
暗
々
に
於
け
る
内
並
立
及
び
外

國
憤
の
意
昧
で
、
帥
ち
内
夢
人
よ
り
欝
擬
し
た
る
藩
の
債

務
、
外
汐
入
よ
り
繕
尊
し
た
る
藩
の
債
務
で
あ
る
。
之
を
政

府
に
於
い
て
負
搬
清
撫
す
る
責
に
任
じ
た
の
が
、
雌
の
慮

舜
問
題
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
慮
分
の
顛
末
は
既
に
大
藏
省

刊
行
の
『
國
債
始
末
』
並
に
『
國
債
浩
五
爵
』
そ
の
外
『
明

治
財
政
史
』
等
に
詳
記
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
欝

ほ
盤
さ
や
る
瓢
が
あ
る
ご
思
は
る
、
か
ら
、
敢
へ
て
こ
の

一
篇
を
草
し
た
わ
け
で
あ
る
○

二
、
内
項
債
の
始
末

　
　
　
　
　
　
　
駕
瓢
二
藍
　
“
　
　
一
八
　
　
（
一
二
五
山
ハ
）

　
奮
幕
時
代
に
於
け
る
各
藩
の
鍬
政
窮
迫
の
有
様
は
今
姦

に
之
を
説
明
す
る
の
煩
に
堪
へ
な
い
が
、
何
れ
の
藩
こ
い

へ
ご
も
殆
ん
ざ
財
政
難
に
隔
ら
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
こ
言

っ
て
懸
言
で
な
い
◎
而
し
て
財
政
難
の
結
果
は
領
内
葺
姓

の
賦
敏
を
重
く
し
、
或
は
貢
租
を
蘭
納
せ
し
め
又
は
領
内

の
富
豪
に
御
用
金
を
命
ず
る
も
の
が
少
く
7
3
ひ
か
っ
た
。
去

り
な
が
ら
貢
租
に
も
限
が
あ
る
。
御
用
金
も
再
三
再
四
ご

あ
っ
て
は
命
を
拒
む
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
今
度
は
百

姓
町
人
に
も
士
分
の
格
式
を
興
へ
る
こ
か
、
或
は
知
行
扶

持
を
給
す
る
ご
か
、
其
外
苗
字
帯
刀
御
免
、
乗
馬
絞
服
許

可
ε
か
、
あ
ら
ゆ
る
渤
誘
策
を
講
じ
て
金
銀
米
穀
を
聡
借

し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
領
内
の
融
蓮
の
途
が
塞
が
れ
ば

更
に
江
戸
大
阪
等
の
富
豪
に
膝
を
屈
し
て
借
財
し
、
借
財

に
借
財
を
重
ぬ
事
ご
共
に
、
一
方
に
は
藩
札
を
濫
登
し
、

或
は
正
貨
の
私
鋳
を
も
企
つ
る
ご
い
ふ
が
如
き
有
様
で
、

一
時
を
彌
縫
し
、
以
っ
て
明
治
維
新
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。



　
か
く
て
明
治
二
年
六
月
政
府
に
於
い
て
版
籍
奉
還
の
彪

麗
を
な
す
に
及
ん
で
、
所
謂
府
藩
縣
三
治
一
致
の
制
を

布
く
に
至
っ
た
が
、
こ
の
時
は
懲
藩
主
を
以
っ
て
其
知
難

事
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
知
軍
事
鞭
ち
藩
主
で
あ
っ

て
、
依
然
奮
慣
を
持
興
し
、
眞
に
大
政
】
統
の
實
を
見
る

に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
各
藩
の
奮
債
整
理
を
行
ふ
如

き
は
頗
る
難
事
で
あ
っ
た
。
難
事
こ
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
不

可
能
で
あ
っ
た
。
随
う
て
何
等
｝
定
の
方
針
の
立
て
や
う

も
な
か
っ
た
が
、
璽
三
年
九
月
藩
制
を
改
定
す
る
に
及
ん

で
、
其
中
に
從
前
の
藩
債
は
一
般
の
石
高
に
間
す
る
事
故

そ
の
償
却
年
限
の
目
途
を
立
て
、
知
藩
事
以
下
士
卒
に
至

る
縦
逸
其
用
度
を
蔀
約
し
、
家
藤
又
は
公
塵
費
等
よ
り
少

し
宛
分
賦
償
却
す
べ
き
鷺
を
倉
逮
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ご
て
も
極
め
て
一
部
分
し
か
實
行
し
た
藩
は

な
か
っ
た
の
で
あ
つ
で
、
互
額
の
藩
債
に
涌
し
て
は
、
何

れ
の
藩
こ
い
へ
こ
も
一
朝
に
し
て
皆
濟
せ
ら
る
べ
き
も
の

で
も
な
か
っ
た
。

　
　
　
第
十
総
　
　
．
研
　
究
　
　
蕉
簿
内
外
滅
債
虞
分

　
然
る
に
四
年
磨
…
藩
…
の
令
一
た
び
膿
つ
る
と
共
に
、
京
阪

を
始
め
各
地
の
債
権
者
は
憂
慮
措
く
能
は
す
、
奮
藩
々
に

向
っ
て
調
達
金
の
返
辮
を
迫
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
途
に

は
之
が
爲
に
出
訴
粗
績
ぐ
の
有
榛
こ
な
っ
た
。
是
に
於
い

て
政
府
は
既
に
磨
藩
を
断
行
し
て
大
政
統
一
を
見
た
る
以

上
は
、
蔭
藩
の
負
債
は
當
然
政
府
の
責
任
で
あ
る
、
之
は

悉
く
早
め
て
公
然
國
債
ご
な
す
外
は
な
い
ご
一
決
し
、
同

年
七
月
二
十
四
日
を
四
っ
て
各
心
算
に
獲
令
し
、
蕉
藩
債
，

士
卒
完
巌
、
米
金
有
高
等
を
迅
速
精
査
し
、
往
復
日
数
の

外
、
十
五
厩
聞
ビ
限
っ
て
、
之
を
大
仁
省
に
串
進
せ
し
む

る
こ
ご
Σ
し
た
。

　
こ
こ
ろ
が
政
府
に
於
い
て
右
の
申
告
書
を
取
調
べ
て
見

る
ご
、
各
藩
薩
々
、
中
に
は
負
債
の
事
情
の
鋼
明
し
な
い

も
の
や
、
詐
儒
欺
岡
の
疑
あ
る
も
の
も
あ
る
。
又
負
債
の

種
類
、
期
限
の
長
短
、
二
七
の
方
法
等
頗
る
複
雑
で
あ
っ

て
、
殆
ん
ご
手
の
着
け
や
う
が
な
い
。
且
つ
そ
の
債
額
も

少
か
ら
ざ
る
金
高
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
こ
の
各
藩
の
藩
債

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
九
　
（
三
五
七
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
鷺
藩
内
外
濾
鏡
鷹
分

に
聾
し
、
｝
朝
に
し
て
償
却
の
一
定
方
針
を
立
つ
る
が
如

き
は
癖
易
に
望
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
で
あ
っ
元
。
諭
か
も

そ
の
償
却
の
方
法
如
何
に
よ
っ
て
は
、
多
数
の
債
灌
者
に

或
は
政
府
の
不
公
李
を
訴
ふ
る
も
の
が
な
い
ざ
も
保
讃
す

る
こ
ご
は
出
　
來
ぬ
。
旦
鵜
に
於
い
て
、
政
府
部
丙
一
に
も
種
々

な
る
議
論
が
迦
り
、
既
に
各
畢
生
に
於
い
て
償
却
の
目
途

あ
る
も
の
は
、
之
を
詮
議
の
上
、
政
府
の
趣
旨
に
乖
戻
せ

ざ
る
範
園
に
於
い
て
、
償
却
せ
し
め
て
も
差
支
な
い
の
で

は
な
い
か
ご
云
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
、
太
政
官
に
稟
議
の
結

果
、
同
年
十
月
七
日
各
府
縣
に
布
達
し
、
蕉
藩
償
却
の

目
途
あ
る
も
の
は
、
其
方
法
書
を
至
急
差
出
さ
し
む
る
こ

ご
、
し
た
。
而
し
て
若
し
之
を
差
許
し
て
償
却
せ
し
む
る

場
合
は
、
政
府
の
趣
旨
に
戻
讃
し
な
い
爲
に
、
藩
債
清
却

暴
評
心
得
を
達
す
る
こ
ご
＼
し
た
。

　
是
時
に
當
っ
て
、
債
灌
者
だ
る
商
入
等
の
中
に
は
、
諸

藩
負
債
の
讃
券
を
内
外
暴
民
へ
典
畏
し
、
之
に
依
っ
て
一

時
に
宿
債
を
走
還
さ
ん
ご
謀
る
も
の
も
あ
っ
た
が
爲
に
、

　
　
　
　
　
　
　
第
三
競
　
　
　
二
〇
　
（
三
五
入
）

同
月
塵
地
…
般
漬
御
者
に
逸
し
て
は
諸
藩
負
債
の
讃
券
を

跳
一
嵩
只
す
・
る
こ
ご
を
㎞
巌
暑
瓢
し
、
次
い
で
七
十
｝
月
同
じ
く
一

般
債
樺
者
に
算
し
、
蕉
諸
藩
へ
金
穀
調
達
の
時
欝
並
に
返

濟
期
限
耳
利
足
の
約
定
を
明
細
に
取
調
べ
、
讃
券
寓
を
添

え
て
至
急
大
回
省
へ
差
出
す
べ
き
旨
を
布
告
し
、
各
磨
よ

り
登
命
後
、
三
十
霞
以
内
に
之
を
差
覆
さ
ざ
る
も
の
は
、

｝
切
採
用
せ
ざ
る
こ
ご
、
し
た
。

　
か
く
て
町
触
省
に
於
い
て
は
右
の
各
府
縣
の
溝
却
見
込

書
及
び
各
債
継
者
の
明
細
書
等
を
驚
ご
調
査
し
た
上
で
、

艶
言
二
分
の
＝
疋
方
針
を
決
す
る
考
で
あ
っ
た
が
、
斯
か

る
聞
に
も
既
に
償
却
期
限
を
経
過
す
る
も
の
な
ご
が
出
來

て
、
鼠
毛
渚
よ
り
幽
署
す
る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
司
法
省
で
は
其
取
扱
方
に
困
っ
て
、
至
急
｝
定
の
償

却
方
針
を
沙
汰
せ
ら
れ
ん
こ
ご
を
太
政
官
に
申
言
す
る
し

大
車
省
で
は
｝
定
の
清
却
方
針
を
立
つ
る
は
容
易
の
事
で

な
い
か
ら
、
當
分
債
椹
者
よ
り
の
訴
訟
は
精
々
説
論
を
加

へ
て
採
用
し
な
い
や
う
に
取
計
っ
て
貰
い
た
い
ど
云
ふ
わ



け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
司
法
省
こ
し
て
は
軍
に
説
諭
を
隙

へ
て
訴
訟
を
受
理
し
な
い
ご
云
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

そ
こ
で
訴
訟
せ
る
も
の
に
謝
し
て
は
糠
喜
債
な
る
や
、
私

債
な
る
や
を
取
調
べ
た
上
、
事
實
藩
債
ご
認
む
る
も
の
は

追
っ
て
一
定
の
消
却
法
を
政
府
よ
り
布
達
す
る
筈
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
迄
訴
訟
預
ε
す
る
旨
を
説
寵
し
て
幽
す
こ
ご

、
な
っ
た
○

　
是
等
の
事
・
情
で
、
大
面
省
に
て
は
一
日
も
早
く
藩
弓
庭

分
の
一
定
方
針
を
立
つ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
が
、
爲
に
是

年
十
こ
刀
十
口
改
め
て
各
府
縣
に
倉
達
し
、
襲
に
奮
藩
債

酒
却
の
方
法
書
を
差
出
さ
し
め
た
が
、
今
般
縣
治
御
改
定

に
附
て
は
、
右
公
債
の
分
は
取
調
の
上
、
一
定
の
慮
分
を

な
す
を
…
以
っ
て
、
爾
ム
ー
債
樺
者
笠
ハ
へ
示
談
に
及
ば
ぬ
か
ら

負
債
本
帳
面
へ
讃
書
寓
を
添
え
て
　
來
串
年
二
月
晦
田
限

り
大
藏
省
へ
差
田
せ
、
若
し
期
限
迄
に
差
掛
さ
な
け
れ
ば

一
切
公
債
に
立
て
な
い
こ
ご
、
し
た
。
尤
も
既
に
債
椎
者

へ
示
談
し
、
改
約
等
を
し
た
も
の
は
、
其
鶴
細
を
取
調
べ

　
　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
蕾
藩
内
外
遽
縫
庭
分

往
復
日
数
を
除
い
て
、
十
五
臓
限
り
大
広
省
へ
差
出
さ
し

む
る
旨
を
も
命
逃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
地
方
に
よ

っ
て
は
、
負
債
帳
欝
散
働
の
爲
に
、
之
が
捜
索
調
査
に
意

外
の
時
日
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
、
又
山
間
僻
遠
の
地
に

あ
っ
て
は
、
交
通
の
支
障
等
の
爲
に
、
期
引
上
に
大
藏
省

へ
巾
恕
し
兼
ぬ
る
も
の
も
あ
っ
て
、
期
限
猫
豫
を
請
ふ
も

の
が
紗
く
な
か
っ
た
Q
勿
っ
て
大
藏
省
に
て
は
、
夫
々
】

時
の
猫
豫
を
聞
履
け
た
も
の
も
あ
っ
だ
が
、
爾
ほ
再
延
期

を
も
講
ふ
も
の
が
已
ま
な
い
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
五
年

三
月
に
至
っ
て
、
更
め
て
各
王
卿
に
令
達
し
、
右
書
類
の

差
出
期
H
は
來
る
五
月
十
五
日
迄
延
期
す
る
こ
ご
、
し

た
。

三
、
負
債
取
調
掛
の
設
置

　
立
時
大
楽
省
は
井
上
馨
が
大
藏
大
輔
こ
し
て
全
樺
を
双

肩
に
捲
っ
て
、
諸
政
務
を
裁
決
し
た
時
代
で
あ
っ
て
、
大

藏
卿
た
る
大
久
保
利
通
は
岩
倉
特
命
全
椹
大
使
ご
共
に
欧

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
＝
　
（
三
五
九
）



　
　
　
第
十
奮
　
　
研
　
究
　
　
落
藩
内
外
四
鏡
露
分

米
巡
遊
中
で
あ
っ
た
。
弁
上
質
が
能
く
磨
藩
後
の
紛
糾
錯

薙
な
る
諸
問
題
を
短
日
月
の
閥
に
解
映
し
て
、
兎
も
角
も

明
治
政
府
の
財
政
の
幕
礎
を
確
立
し
た
事
は
、
侯
の
繕
繍

な
る
亡
婦
ご
、
短
刀
織
麻
を
漸
つ
の
英
断
ご
に
侯
つ
ご
こ

ろ
の
多
か
っ
た
こ
ご
は
否
む
こ
ご
が
鴇
摩
な
い
。
聞
く
と

こ
ろ
に
依
れ
ば
、
侯
の
大
三
省
に
あ
る
や
、
属
僚
稠
座
の

申
央
に
陣
取
り
為
机
上
に
堆
積
せ
る
案
件
を
一
々
慮
回
し

て
寸
分
の
躊
躇
を
許
さ
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
偶
々
厨
僚

難
問
で
疑
義
を
念
々
す
る
も
の
な
ざ
が
あ
る
ご
、
忽
ち
雷

鳴
の
如
き
大
受
を
狡
し
て
「
不
審
の
事
は
藏
塵
に
來
て
問

へ
ご
、
」
属
僚
等
も
之
に
は
辟
易
し
て
、
自
然
事
務
の
進
捗

す
る
こ
ご
水
の
護
る
、
が
如
く
で
あ
っ
た
置
云
ふ
こ
ご
で

あ
る
。
か
く
の
如
き
は
弁
上
瓦
で
な
け
れ
ば
出
家
な
い
事

で
あ
っ
た
ら
う
。

　
蕎
藩
債
の
調
査
整
理
は
實
に
意
想
外
の
難
事
で
あ
っ
な

が
、
井
上
侯
は
五
年
二
月
二
日
省
内
に
負
債
取
調
掛
を
設

置
し
、
各
寮
中
よ
り
事
務
に
練
達
せ
る
も
の
｝
爾
入
宛
を
“

　
　
　
　
　
　
　
　
栖
勝
三
號
　
　
　
　
ニ
ニ
　
　
（
三
山
ハ
○
）

逡
抜
し
て
專
ら
其
任
に
賞
ら
し
め
、
掛
長
こ
し
て
は
大
藏

少
亟
郷
純
造
を
之
に
任
じ
た
。
後
に
は
三
等
出
仕
澁
澤
榮

　
も
監
督
の
任
に
當
っ
て
、
着
々
調
査
整
理
を
…
進
め
た
の

で
あ
っ
た
。
併
し
調
査
整
理
を
進
め
る
ご
共
に
、
藩
債
の

露
分
方
針
に
醐
し
て
豫
じ
め
確
定
を
要
す
る
案
件
も
少
な

く
な
か
っ
た
が
爲
に
、
二
月
二
十
四
田
井
綜
竹
は
之
を
太

政
官
に
稟
申
し
て
、
其
下
知
を
請
ふ
こ
ご
、
し
た
。
其
票

申
の
案
件
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
蕗
藩
々
負
債
御
慮
分
ノ
槌
願
串
候
内
、
蕉
幕
府
ノ
節
、
蓉
諸
藩

　
へ
調
飯
笥
之
候
馬
喰
躍
郡
代
ノ
扱
金
並
二
東
御
漏
府
康
金
ト
唱

　
へ
候
岱
ハ
付
金
ノ
儀
、
御
維
新
脚
ノ
加
†
二
於
テ
密
臓
計
官
「
右
金
ラ
取
捨

　
詐
論
ノ
節
、
素
徳
川
慶
喜
朝
敵
ノ
罪
命
テ
蒙
り
，
其
家
一
度
ヒ

　
三
三
滅
、
且
三
王
瀞
宮
二
於
テ
轟
、
賊
徒
二
三
櫓
被
致
、
難
被
捨

　
置
形
歌
ヨ
リ
王
師
ラ
勢
サ
レ
、
御
討
伐
ラ
モ
被
爲
三
三
御
時
勢

　
二
候
テ
ハ
、
　
一
畢
前
ノ
貸
金
、
李
定
後
探
用
無
回
方
、
條
理
二

　
於
テ
至
當
ノ
儀
ト
決
断
仕
、
、
遽
二
嚢
損
同
様
相
心
得
候
趣
、
至

　
撫
斬
ノ
次
第
二
義
、
方
今
專
ラ
調
査
在
在
慨
嘆
藩
々
負
債
届
帳

　
ノ
内
｛
藩
撒
十
二
八
・
九
、
多
。
少
ト
モ
此
貸
金
二
関
係
セ
ザ
ル
モ
ノ



ハ
無
之
候
ヘ
ド
モ
、
無
論
前
顯
ノ
趣
二
基
キ
、
　
一
切
棄
損
當
然

ノ
儀
ト
存
候
事

　
但
本
文
ノ
涌
酬
タ
ル
上
ハ
、
日
光
府
陥
堀
金
ハ
勿
込
粥
、
右
爾
出
田
中

　
ニ
オ
イ
テ
貸
付
候
諸
料
罰
物
金
、
年
覗
謝
金
、
或
ハ
宿
坊
等
ノ
類

其
外
其
蕎
幕
所
領
代
官
所
ノ
貸
付
及
ビ
大
阪
銅
座
其
弛
餐
地

　
勧
誘
テ
幕
金
ノ
借
ロ
バ
纏
ア
前
審
二
傲
ヒ
棄
損
可
仕
事

一
、
昨
七
月
慶
藩
置
縣
以
前
、
版
籍
返
上
仕
候
喜
蓮
川
、
猿
由

　
吉
井
、
三
田
，
溝
和
野
、
大
溝
、
藤
岡
，
多
度
津
等
ノ
蕉
継

々
現
今
二
至
リ
從
繭
ノ
藩
債
テ
公
債
二
等
鐡
候
向
モ
候
ハ
．
・

慶
藩
置
縣
ノ
絡
心
置
微
シ
庵
分
仕
可
然
哉
ノ
事

一
、
藩
債
屑
帳
ノ
内
、
衣
食
住
炭
薪
蝋
油
筆
紙
墨
或
ハ
日
雇
賃

銭
等
，
臨
時
買
掛
代
金
三
三
ヲ
公
債
二
組
入
記
載
有
之
候
へ

　
北
全
石
ハ
全
ク
供
旧
用
讃
轟
久
二
切
替
一
有
之
分
ハ
公
私
ノ
刷
相
㍑
糺
、

公
用
判
然
ノ
分
ハ
公
債
二
相
立
、
通
ヒ
帳
爾
ノ
ミ
ニ
テ
勘
定

彿
滞
ノ
ロ
々
ハ
假
令
役
機
物
ノ
印
有
之
ト
モ
、
　
一
切
私
債
二
軸
階

隠
シ
可
能
哉
ノ
事

　
但
兵
器
、
書
籍
、
車
舶
或
ハ
富
騰
瞥
繕
事
ノ
類
、
碗
謹
於

　
有
之
ハ
公
債
ト
視
倣
シ
可
然
哉
ノ
事

　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
奮
藩
内
外
瀧
債
鷹
分
　
　
　
　
、

一
、
從
前
各
藩
用
心
町
人
ヨ
リ
預
ケ
金
ト
シ
テ
差
出
シ
置
候
金

子
、
藩
ノ
預
り
謹
文
有
之
分
ハ
都
テ
公
債
同
襟
二
親
緻
シ
可

然
哉
ノ
事

一
、
前
同
噺
出
入
農
商
ノ
内
ヨ
リ
身
元
金
テ
患
シ
、
於
藩
預
リ

置
、
春
入
米
或
地
下
掃
除
等
ノ
用
辮
致
サ
セ
來
候
向
モ
不
少

候
へ
共
、
是
等
ハ
読
響
ト
仰
ギ
藁
家
ノ
盛
褻
ニ
ョ
リ
、
畢
覧

椙
嶺
鰹
盆
ラ
占
メ
候
事
柄
二
候
ヘ
バ
、
公
債
へ
組
騨
込
一
隅
敷
口
開
ト
存

候
間
、
謹
書
ノ
有
無
ブ
不
論
解
除
聖
旨
然
哉
ノ
事

　
但
用
蓬
串
付
記
付
、
儒
冥
加
金
何
程
無
利
足
ニ
テ
借
用
杯

　
ト
有
之
口
々
モ
本
文
二
四
ジ
候
事

一
、
藩
債
ノ
内
、
版
籍
返
上
三
二
傭
藩
事
二
解
任
候
年
月
ノ
借

ロ
バ
、
其
拝
命
ノ
日
テ
不
一
シ
テ
、
巳
年
七
月
ラ
境
二
公
私

債
ノ
別
相
図
可
中
哉
ノ
事

　
但
里
塚
ラ
以
テ
取
調
候
ヘ
バ
、
証
文
颪
都
テ
日
附
無
之
二

　
付
、
吏
二
府
縣
へ
相
蓬
シ
、
日
附
取
糺
候
爺
ハ
取
調
方
差

　
悶
、
事
業
遷
延
可
相
成
二
付
、
本
文
ノ
通
ニ
テ
可
然
哉
ノ

　
事

一
、
静
心
斗
南
仙
豪
男
ラ
始
メ
其
他
慶
立
ノ
昌
々
員
債
ノ
儀
ハ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
ご
號
　
　
　
　
二
一
二
　
（
一
二
六
一
）



　
第
十
岱
　
　
硯
　
究
　
　
蕾
藩
内
外
遽
韓
庭
分

勿
論
、
戊
辰
新
立
以
來
ノ
借
ロ
ノ
ミ
黙
検
ノ
上
、
公
債
工
相

立
候
心
得
ノ
事

　
但
新
立
ノ
月
ラ
境
二
謹
カ
バ
取
捨
可
仕
懸
ノ
事

一
、
　
「
橋
從
二
位
，
田
安
從
二
位
負
債
ノ
儀
帖
藩
…
騨
刺
中
ノ
借

ロ
ノ
ミ
前
同
断
ノ
事

晒
、
元
矢
島
縣
、
田
原
本
縣
、
志
築
縣
、
成
朋
縣
、
村
岡
上
等

　
ハ
旧
幕
ノ
節
、
交
代
寄
合
卜
唱
へ
、
旗
下
筋
ノ
家
ニ
テ
、
御

一
新
二
三
リ
藩
屏
ノ
列
二
周
差
三
皇
次
第
二
付
、
外
響
ニ
モ

相
成
一
閲
、
自
前
ノ
借
ロ
バ
一
切
取
捨
、
藩
屏
ノ
列
二
被
爆

付
候
月
ヨ
リ
取
調
可
申
哉
ノ
事

唱
、
蕾
幕
府
ノ
節
、
三
家
附
家
老
ト
號
候
左
ノ
面
々
、
素
諸
侯
ノ

家
節
一
＝
ブ
、
御
．
一
新
二
至
リ
更
二
｛
藩
屏
列
二
〃
彼
差
癩
…
候
へ
菰
ハ

右
ハ
三
家
へ
笠
幡
中
ハ
凋
立
シ
テ
一
方
ノ
藩
学
ラ
モ
不
相
勤

制
外
ノ
家
二
付
、
附
家
老
在
勤
中
年
度
ノ
負
債
ハ
一
切
私
債

　
二
視
徹
シ
可
然
裁
ノ
事

　
但
今
尾
縣
、
松
岡
縣
、
犬
山
縣
、
新
宮
縣
、
田
邊
縣
ノ
五

　
乳

質
の
案
件
に
鋼
し
、
太
政
官
に
於
い
て
は
向
月
三
十
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
那
三
鞭
騨
　
　
　
　
二
閃
門
　
（
三
山
ハ
ご
）

を
以
っ
て
伺
忌
垣
ご
指
命
し
た
○
勿
っ
て
負
債
取
調
掛
に

て
は
、
こ
の
方
針
の
も
こ
に
公
債
の
探
否
を
決
定
し
、
爾

ほ
公
私
暖
膿
に
し
て
取
捨
決
定
の
困
難
な
る
も
の
は
假
り

に
意
見
を
附
し
て
二
上
侯
の
下
に
呈
し
．
侯
よ
り
更
に
太

政
官
に
票
申
し
て
訣
裁
を
講
ふ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
潮
時
各
項
縣
か
ら
申
告
し
た
僖
藩
債
の
総
額
は
、
約
入

千
萬
圓
に
近
い
亘
額
で
あ
っ
て
、
其
・
甲
に
は
百
年
も
百
五

十
年
も
以
前
の
古
債
が
あ
っ
た
。
甚
し
き
は
織
田
豊
臣
時

代
の
も
の
さ
へ
あ
っ
た
こ
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
勿
論
こ
の

中
か
ら
公
私
の
辞
別
を
調
査
し
取
捨
す
る
に
し
て
も
、
政

府
の
乱
離
は
元
利
莫
大
の
金
額
に
上
る
こ
ご
は
明
か
で
あ

る
。
然
る
に
當
時
の
窮
迫
な
る
政
府
の
財
政
歌
態
こ
し
て

そ
の
償
却
は
類
る
難
事
で
あ
っ
た
が
爲
に
、
由
田
來
得
る
だ

け
之
を
輕
減
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
是
に
於
い
て
奮
蒜
府

の
慣
例
を
調
査
し
、
天
保
改
革
に
於
け
る
貸
金
新
政
命
を

根
篠
と
し
、
是
よ
り
以
後
に
係
る
も
の
は
公
債
こ
し
．
そ

の
以
前
の
も
の
は
學
べ
て
棄
損
す
べ
き
方
針
に
決
し
、
同

、



年
三
月
二
十
七
日
更
に
井
上
侯
よ
レ
太
政
官
に
稟
申
し
て

其
裁
可
を
講
ふ
た
の
で
あ
っ
た
。
其
稟
凡
書
は
左
の
如
く

で
あ
る
。

蕎
囎
…
費
債
｛
般
御
三
分
ノ
儀
，
年
度
ノ
三
三
最
緊
要
ノ
儀
二
有

之
，
既
二
貸
借
ノ
道
天
保
十
四
卯
年
三
幕
府
二
於
テ
元
來
相
封

貸
借
ノ
分
、
此
館
隈
裁
許
不
申
付
、
自
今
貸
出
候
分
ハ
前
々
ノ

通
り
可
及
裁
許
候
、
是
迄
取
上
裁
許
日
三
等
申
付
置
候
分
ハ
向

後
濟
方
奉
行
所
二
於
テ
取
扱
三
三
敷
云
々
ノ
獲
令
ラ
滲
考
シ
、

右
卯
年
以
前
ノ
部
ラ
古
借
摯
シ
テ
悉
皆
棄
損
シ
、
弘
化
元
辰
年

・
リ
慶
癒
三
長
年
迄
二
＋
四
年
聞
ノ
部
ラ
中
借
ト
シ
テ
無
利
息

五
十
ケ
年
賦
、
明
治
元
辰
年
以
來
ノ
部
ラ
新
借
ト
シ
テ
ニ
十
五

ク
年
賦
三
年
据
置
、
三
四
朱
ノ
利
ト
定
、
古
中
新
ノ
醍
別
三
種

二
相
立
三
三
哉
ノ
事

　
三
新
借
利
息
勘
定
ノ
儀
ハ
從
前
滞
相
成
候
月
日
ヨ
リ
本
文
親

　
則
ノ
涌
…
り
渡
方
ノ
積

一
、
元
利
組
込
謹
丈
二
籾
成
居
候
分
ハ
、
假
令
蕎
幕
ゆ
裁
判
ラ

　
濁
波
歯
濟
約
定
霜
…
成
居
喰
肌
ト
モ
蓄
｝
兀
利
引
分
取
捨
致
シ
可
飲
口
哉

　
ノ
事

　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
難
薄
内
外
濾
後
慮
分

噌
、
米
銀
鑛
等
ノ
儀
各
地
方
相
揚
モ
異
候
へ
共
、
一
定
不
致
候

テ
ハ
取
調
方
差
支
不
少
候
間
髪
ノ
通
り
取
極
可
塑
哉
ノ
事

　
（
米
）
魯
地
方
其
場
所
ノ
當
串
三
月
準
均
紺
揚
ノ
事

　
戸
銀
）
去
ル
三
年
銀
冒
被
三
三
節
大
阪
表
留
リ
相
場
ノ
事

　
（
鏡
）
百
文
八
三
ノ
割
合
ノ
事

　
（
頚
藩
札
）
各
地
三
三
三
年
七
月
十
四
日
李
均
留
リ
粗
場
ノ

　
事

｝
、
御
三
回
米
引
回
ヲ
以
テ
金
子
選
入
候
口
々
不
少
、
看
ハ
固

　
ヨ
リ
私
有
物
ニ
テ
典
却
ノ
筋
二
相
當
リ
、
殊
二
往
々
返
償
モ

出
三
三
シ
候
事
故
、
総
テ
私
債
二
相
立
内
項
哉
ノ
事

　
但
士
族
へ
分
與
一
致
七
重
、
引
三
二
借
入
有
之
分
ハ
公
債

　
　
二
三
三
可
然
哉
ノ
事
・

一
、
川
從
鶴
藩
士
ノ
借
…
財
ラ
篇
嗣
旧
藩
勝
噌
予
へ
引
受
叉
ハ
役
P
貝
漣
名

　
ニ
テ
Ψ
迅
蘇
可
激
等
ノ
謹
磁
久
三
士
山
へ
遣
シ
右
之
、
ス
」
條
理
二
紐
一

之
分
ハ
公
債
二
想
…
立
可
三
盆
脳
ノ
事

一
、
假
回
文
邉
シ
置
、
追
テ
本
影
文
ト
引
替
ノ
約
定
・
一
テ
遽
ユ

其
儘
翻
成
居
候
分
，
藤
…
瀬
資
債
帳
二
明
噺
記
載
於
有
之
ハ
公

債
二
相
立
可
．
然
裁
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
確
塑
一
二
號
　
　
　
　
一
ご
血
　
（
ツ
ご
ハ
三
）



　
第
十
巻
　
　
研
　
党
　
　
落
欝
内
替
鐵
縫
燵
分

扁
、
借
用
謹
文
典
趣
致
麗
馬
蝉
、
或
ハ
名
葡
蓮
ノ
謹
文
所
持
づ

　
タ
シ
業
者
、
護
憲
ノ
添
紙
有
之
分
ハ
、
勿
論
添
紙
無
之
候
テ

　
モ
原
因
篤
ト
相
糺
シ
、
疑
シ
キ
縫
於
瓦
之
ハ
、
蓉
冬
十
月
禁

　
令
達
罵
襲
表
…
以
前
ノ
分
ハ
、
彌
禦
探
田
川
ノ
方
騒
然
哉
ノ
事

一
、
貸
主
亡
国
，
五
等
親
ノ
内
殿
テ
戯
文
持
替
有
之
分
ハ
禁
令

　
二
不
拘
御
需
用
相
成
可
然
哉
ノ
事

一
、
検
校
勾
當
ラ
始
メ
其
末
流
ノ
者
共
，
師
或
ハ
弟
子
ノ
名
目

ヲ
以
テ
金
子
毒
血
致
シ
置
、
本
人
亡
後
師
弟
ノ
聞
柄
ニ
テ
亙

　
二
詮
羽
掻
替
へ
居
候
分
碑
面
無
之
筋
二
付
、
御
採
用
相
成
画

然
哉
ノ
事

一
、
金
山
土
丘
ハ
全
ク
自
己
ノ
勘
定
脹
テ
以
テ
・
甲
立
臨
謹
畿
目
ハ
勿
弥
醐
，

假
濡
文
モ
無
之
分
ハ
宛
然
棄
損
重
質
哉
ノ
事

一
、
諸
藩
へ
調
蓬
趣
致
候
蕎
幕
旗
下
ノ
儀
ハ
主
家
卜
共
二
一
旦

亡
滅
ノ
姿
ニ
テ
、
上
野
日
光
等
ノ
貸
金
ス
ラ
棄
損
ノ
上
ハ
同

　
唱
轍
ノ
理
合
ト
釣
出
間
、
一
切
清
除
毒
、
戊
辰
年
東
西
京
二

於
テ
鯛
臣
被
仰
付
候
者
野
州
静
岡
詩
家
名
相
立
候
以
來
ノ
詮

書
而
己
御
探
用
相
成
可
然
哉
ノ
事

一
、
宮
華
族
其
他
名
目
ラ
以
テ
金
銀
貸
付
ノ
儀
、
戊
辰
年
三
騎

馬

　
　
　
　
　
　
　
櫨
謝
一
一
一
號
　
　
　
　
二
山
ハ
　
（
一
二
山
ハ
四
）

禁
令
御
立
蓑
以
薦
ノ
分
公
債
二
網
立
候
心
得
ノ
事
　
　
　
　
曾

、
負
債
ノ
内
、
種
々
ノ
断
金
若
干
有
之
、
お
ハ
實
直
ノ
貸
倍

旧ハ

@
ヒ
候
金
｝
納
二
…
候
ヘ
ゼ
モ
、
鳥
肌
…
藩
引
付
テ
ハ
濃
｝
年
ニ
ス
論
墾

慶
講
燕
…
成
、
償
却
ノ
遽
無
之
ハ
無
茎
蜂
第
二
付
、
藩
費
二
癬
…

用
候
分
ハ
公
債
目
測
胴
立
可
然
哉
ノ
事

　
但
從
前
審
ト
唱
候
金
虻
田
雰
此
限
候
事

一
、
諸
國
寺
院
へ
露
量
家
父
二
薔
諸
藩
ヨ
リ
祠
堂
金
、
所
年
料

或
ハ
供
養
料
杯
ト
號
候
寄
付
金
ノ
類
若
干
有
之
、
僧
侶
私
有

之
…
罹
ラ
恣
ニ
シ
利
潤
ラ
謀
り
貸
出
候
ハ
從
來
ノ
晒
習
ニ
テ
蔭

藩
々
會
計
融
通
ノ
爲
メ
調
蓬
テ
講
候
向
不
離
、
遽
二
今
日
ノ

宿
債
ト
根
殿
御
登
臨
即
自
成
心
、
既
二
審
寺
へ
奮
藩
々
ヨ
リ

寄
付
致
シ
置
候
巌
高
並
二
山
林
田
畑
町
地
機
二
至
ル
蓬
一
切

電
停
滅
相
成
候
上
躯
慶
蓋
置
縣
ノ
末
、
假
金
謹
書
差
出
公
債

二
心
出
題
共
、
御
採
用
不
粗
巡
方
妻
恋
哉
ノ
事

　
但
左
ノ
ケ
條
ハ
諸
寺
院
ヨ
リ
獣
金
集
財
或
ハ
宗
内
ヨ
リ
備

　
置
候
金
ニ
テ
全
ク
僧
侶
ノ
一
身
上
訳
筆
シ
候
義
二
付
、
御

　
探
用
相
成
可
感
動
ノ
事

　
　
（
一
）
御
門
主
永
織
料
、
知
恩
院
富
チ
云

匙



　
　
　
（
二
）
知
恩
院
宮
謬
府
朋
途
金

　
　
　
（
三
）
同
宿
坊
手
営
金

　
　
　
（
四
）
華
頂
宮
溺
途
金

　
　
　
（
五
）
御
三
殿
御
賄
料

　
　
（
六
U
岩
塩
門
主
御
［
備
即
金

　
　
（
七
）
御
院
家
相
臥
龍

　
　
（
入
）
學
艦
祁
績
料
法
類
二
世
官
物
金

　
　
（
九
）
宗
務
粥
途
金
一
山
絹
績
料

　
　
右
條
件
ハ
芝
櫓
上
寺
一
田
ノ
振
合
ヲ
纂
テ
抽
此
候
此
他
ノ

　
寺
院
ハ
本
文
ノ
成
規
二
三
ヒ
可
串
三

一
、
家
作
地
面
等
ノ
活
券
三
三
ビ
三
三
其
他
ノ
品
物
質
入
借
ノ

　
分
ハ
有
無
不
学
、
私
債
ト
覗
微
シ
可
然
哉
ノ
事

　
但
品
物
引
當
ト
三
州
ノ
ミ
ニ
テ
洗
方
へ
不
日
遣
分
ハ
葬
此

　
限
候
事

、
欝
記
文
縫
樋
失
致
シ
割
賦
後
、
市
ん
二
雪
隠
ヨ
リ
澄
目
蒲
不
相
渡
分
ハ
假

翁
藩
冬
越
二
記
載
有
之
ト
モ
正
櫨
岬
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
於
無
之
ハ

棄
損
可
然
哉
ノ
事
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
－

一
、
切
替
弓
丈
曲
調
蓬
ノ
初
年
ヲ
押
へ
腱
分
可
致
ノ
虚
蕎
藩

　
々
ヨ
リ
差
出
候
根
帳
ハ
勿
論
、
金
主
取
糺
候
テ
モ
爾
不
分
明

　
第
－
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
蕎
藩
丙
外
回
債
庭
分

　
　
　
ニ
テ
事
實
確
定
難
致
モ
ノ
ハ
、
中
ノ
年
度
二
切
替
ノ
分
ハ
古

　
　
　
借
ト
シ
テ
新
ノ
年
度
二
切
替
ノ
分
田
中
措
ト
シ
、
告
一
階
ツ

　
　
　
・
蓮
リ
年
度
粗
定
可
然
哉
ノ
事
　
　
　
　
、

　
　
一
、
何
々
｛
寸
納
戸
布
峯
用
品
ハ
旦
那
手
一
撃
入
用
二
付
云
々
ノ
由
廉
乱
仕

　
　
　
々
右
之
候
、
右
ハ
蕎
適
々
順
々
ノ
借
入
ニ
テ
，
公
私
ノ
境
界

　
　
於
實
際
嚢
輝
ト
分
析
難
題
儀
二
付
、
版
籍
奉
蓮
以
前
ノ
分
ハ

　
　
普
ク
公
債
ト
見
倣
シ
可
然
哉
ノ
事

　
　
　
但
本
文
ノ
通
り
相
成
一
階
ハ
蔭
知
事
…
一
三
手
元
ノ
貯
蓄
金

　
　
　
ラ
綿
揮
替
も
一
口
へ
加
闘
価
逢
二
一
倫
朕
類
・
有
之
候
ハ
．
、
、
公
債
二

　
　
　
不
致
シ
テ
相
當
ト
三
三
事

　
　
一
、
誰
文
幾
通
右
元
利
合
テ
三
千
爾
、
内
何
回
爾
弓
取
ト
有
之

　
　
口
々
、
根
帳
ハ
勿
論
、
金
主
取
糺
候
テ
モ
元
入
利
彿
ノ
匿
別
…

　
　
難
相
立
分
ハ
断
然
元
入
金
ト
見
微
シ
可
転
倒
ノ
事

　
右
條
件
相
伺
候
至
急
御
下
知
御
座
候
様
仕
度
候
也

　
之
に
鋼
し
、
太
政
宮
に
て
は
即
日
伺
之
通
ご
指
令
し
た

の
で
あ
っ
た
が
、
實
際
藩
債
の
種
類
の
雑
多
で
、
之
が
調

査
庭
分
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
ご
は
、
以
上
の
幾
多
の
案

件
に
よ
っ
て
も
推
知
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
殊
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
餓
が
三
鼎
酬
　
　
　
　
二
七
　
　
（
一
二
山
ハ
｝
血
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
蕉
藩
的
外
議
債
灘
分

藏
省
へ
串
高
し
た
藩
債
帳
の
謹
書
面
の
み
で
は
、
眞
偏
不

分
明
の
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
是
等
に
就
い
て
は
吏
員

セ
各
地
に
涙
遣
し
て
實
再
調
査
を
な
さ
し
む
る
必
要
が
あ

っ
た
◎
而
し
て
詐
上
帝
周
凡
百
の
妊
策
．
露
漏
せ
る
も
の
は

嚴
…
科
に
庭
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
此
奮
藩
債
慮
分
の
問
題
π
る
や
、
問
題
が

．
問
題
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
不
正
累
計
の
徒
は
紗
く
な
か
っ

た
。
或
は
藩
士
ご
金
主
ご
合
意
の
上
で
詐
僑
の
謹
文
を
作

製
し
て
、
大
藏
省
へ
申
告
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
或
は
名
義

も
な
き
物
品
を
負
債
に
加
…
へ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
他

或
は
塞
券
を
作
製
し
た
も
の
も
あ
り
、
或
は
負
債
の
關
係

上
、
官
有
地
を
私
有
地
ご
歎
く
も
の
も
あ
っ
た
。
又
｝
面

に
は
大
気
省
の
官
吏
に
講
托
し
て
出
來
得
る
だ
け
多
額
に

政
府
の
公
債
に
採
用
し
て
貰
は
う
ご
蓮
動
ず
る
も
の
も
あ

っ
た
。
斯
か
る
有
機
で
あ
っ
た
か
ら
、
井
上
侯
は
特
に
負

債
取
調
掛
員
を
巌
戒
し
、
掛
長
に
命
じ
て
該
掛
員
は
｝
々

誓
詞
捺
印
せ
し
め
、
毅
然
こ
し
て
彼
等
の
誘
惑
に
隔
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
二
入
　
　
（
三
山
群
山
ハ
）

い
こ
ご
を
期
さ
し
め
、
如
何
な
る
場
合
に
も
萬
難
を
排
し

て
公
明
正
大
に
之
が
慮
分
を
し
て
、
｝
歩
も
假
適
す
る
こ

こ
ろ
な
か
ら
し
め
た
こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
そ
の
誓
詞
は

大
庭
省
に
現
存
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
が
】
昨
秋
の
大
震

火
に
烏
有
に
蹄
し
た
こ
思
ふ
か
ら
弦
に
墾
考
の
憾
め
掲
ぐ

る
こ
ご
、
す
る
O

　
　
　
　
誓
詞
誓
事

　
一
、
召
只
管
調
ノ
早
落
不
容
易
瞬
綿
密
筋
之
儀
二
付
、
決
シ
テ
他
営
燭

　
　
等
致
間
誓
事

　
　
、
醤
詰
藩
士
ハ
勿
論
、
㎎
人
髪
ヨ
リ
如
何
様
ノ
儀
相
願
候
ト

　
　
モ
、
堅
｛
ク
相
断
、
堺
ノ
品
タ
リ
拳
モ
決
テ
受
用
致
間
敷
由
畢

　
一
、
負
債
ノ
三
二
付
，
如
何
ノ
風
聞
等
承
込
候
節
ハ
、
早
漣
内

　
　
三
三
串
旧
事

　
一
、
不
審
ノ
廉
ニ
ハ
三
二
漆
黒
ラ
爲
シ
、
依
枯
二
一
ナ
ク
良
金

　
　
ノ
方
二
選
…
決
候
事

　
嚇
、
　
「
切
ノ
澄
口
過
脳
＝
則
A
心
入
、
他
所
へ
不
爲
湘
胤
滞
帳
厘
N
ク
心
付
可

　
　
申
事

　
右
之
通
気
ク
湘
守
、
決
テ
蓮
背
致
間
激
候
、
秘
誓
詞
如
件



　
　
千
巾
三
月
二
十
二
日

　
　
　
齋
藤
談
⑳
　
三
三
和
道
㊥
　
野
本
高
義
㊥
　
日
比
野
寛
輝

　
　
　
㊥
野
ロ
時
義
⑳
筒
井
美
清
㊥
山
田
町
獲
㊥
矢
野

　
　
　
安
利
⑳
．
森
脇
簡
㊥
　
和
m
閃
道
之
㊥
　
今
村
前
正
（
⑳
　
岩

　
　
　
波
美
驚
⑳
　
森
知
道
⑳
　
足
立
懸
雄
㊥
　
由
岐
確
司
㊥

　
　
　
鶴
見
則
敬
㊥
　
稻
垣
房
長
㊥
’
齋
藤
公
常
㊥
　
後
藤
敬
信

　
　
　
推
太
正
路
⑳
　
飯
塚
正
直
㊥
　
奥
李
重
固
㊥
　
飯
島
俊
徳

　
　
　
㊥
　
川
島
董
威
⑳
　
山
本
武
夫
㊥
　
小
寺
直
暴
㊥
　
宮
本

　
　
　
武
定
⑳
　
下
山
一
敬
㊥
　
紅
露
三
親
㊥
　
山
本
寛
㊥
　
正

　
　
　
田
善
道
（
㊥
　
下
川
直
正
㊥
　
今
村
直
心
㊥
　
入
江
愼
行
㊥

　
　
　
白
井
珍
儀
㊥

　
　
深
大
藏
少
亟
兼
戸
籍
筆
頭
殿

　
不
正
好
書
の
徒
に
醤
し
て
は
、
盛
年
三
月
二
十
五
日
を

以
っ
て
告
論
を
課
し
て
、
詐
儒
忍
業
が
露
課
せ
ば
重
科
に

劃
す
る
に
就
て
は
、
是
迄
大
器
省
へ
巾
告
し
た
も
の
、
内

で
、
若
し
一
時
の
心
得
違
よ
り
暖
隊
の
所
爲
を
な
し
、
或

は
不
取
調
の
瓢
を
氣
付
い
た
る
も
の
は
、
各
押
型
臆
へ
自

訴
せ
よ
、
然
ら
ば
自
訴
の
廉
に
よ
っ
て
罪
を
免
す
る
、
萬
一

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
蕉
藩
内
外
蓬
螢
慮
分

之
を
隠
蔽
し
て
う
後
日
露
顯
す
る
時
は
、
假
倉
歳
月
を
経

過
し
て
も
巌
重
の
庭
綴
を
な
す
ご
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
此

結
果
自
首
謝
罪
し
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
が
、
實
地
調

査
の
進
捗
と
共
に
不
正
行
構
の
登
畳
が
相
次
ぎ
、
若
し
一

々
是
等
を
槍
適
し
た
な
ら
ば
、
時
に
一
千
有
除
入
を
数
ふ

る
次
第
で
あ
っ
た
。
是
に
於
い
て
大
藏
…
省
に
て
は
事
騰
容

易
な
ら
ざ
る
こ
ご
、
し
、
翌
六
年
四
月
に
な
っ
て
弁
上
侯

は
太
政
官
に
票
議
し
て
、
右
選
好
訂
の
徒
は
罪
釈
輕
重
あ

る
も
、
之
を
概
括
せ
ば
監
守
薗
盗
ご
詐
儒
取
財
ε
の
二
科

に
該
當
す
る
も
の
で
あ
る
が
其
事
情
を
稽
察
す
る
ゼ
、
奮

藩
主
並
に
士
卒
の
爲
に
敢
へ
て
之
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
未
だ
嘗
て
私
利
を
貧
つ
た
も
の
で
な
い
、
是
れ
封
建

の
除
習
知
ら
す
く
大
義
を
忘
却
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

其
哀
情
は
誠
に
語
聾
に
値
す
る
か
ら
、
此
際
特
別
の
恩
典

に
よ
っ
て
一
切
濤
酋
の
廉
に
擬
し
て
、
無
享
の
御
沙
汰
に

仰
出
さ
れ
た
い
ご
請
ひ
、
途
に
允
許
せ
ら
れ
た
。
帥
ち
宮

首
赦
免
同
機
に
し
て
寛
大
至
仁
の
威
置
を
取
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
．
　
第
三
號
　
　
　
　
二
九
　
（
三
山
ハ
七
）



第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
蕪
藩
角
外
濾
債
癒
分

つ
た
。

　
か
く
て
、
六
年
・
十
月
に
な
っ
て
負
債
取
調
掛
は
磨
止
に

な
っ
た
が
、
藩
債
講
査
の
結
果
に
就
い
て
見
れ
ば
、
大
立

省
へ
各
府
懸
か
ら
串
告
し
だ
総
額
は
七
千
八
百
拾
墾
萬
武

千
九
百
武
拾
七
圓
四
拾
九
鏡
七
厘
、
こ
の
内
四
百
萬
武
千

〇
五
拾
武
圓
九
拾
七
鏡
穂
懸
は
外
國
債
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
内
國
債
の
申
告
総
額
は
七
千
四
百
拾
墾
萬
○

八
百
七
拾
四
圓
五
拾
馬
銭
四
厘
で
あ
っ
た
。
而
し
て
公
債

こ
し
て
政
府
の
消
却
に
決
定
し
た
総
額
は
墾
千
四
百
八
拾

六
萬
四
千
五
百
口
羽
載
圓
八
拾
五
銭
五
厘
で
あ
っ
て
、
罪

数
以
下
に
輕
減
せ
ら
れ
た
。
棚
直
せ
ら
れ
た
額
の
中
で
は

属
出
期
限
を
失
し
た
も
の
、
若
く
は
謹
糠
不
十
分
の
爲
に

認
容
こ
せ
ら
れ
た
も
の
が
二
百
五
十
四
藩
、
一
チ
四
百
九

拾
七
萬
七
千
○
戴
拾
六
圓
六
捨
滲
銭
七
厘
で
あ
っ
て
、
　
一

番
多
額
で
あ
っ
た
。
其
次
は
天
保
十
四
年
以
前
の
古
債
が

憎
＝
白
山
ハ
藩
…
、
志
願
千
武
一
白
○
武
剛
胆
五
千
九
百
八
｛
拾
史
ゆ
皿
圓
闘
九
島
慣

四
銭
七
厘
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
は
各
地
の
奉
行
代
官
等
の

　
　
　
　
　
　
　
纂
三
號
　
　
　
三
〇
　
（
三
六
入
）

瞥
理
の
下
に
あ
っ
た
幕
債
、
維
新
後
再
興
又
は
下
立
せ
ら

れ
た
諸
藩
の
蕎
債
、
特
に
藩
主
の
請
に
よ
っ
て
私
債
償
選

こ
し
π
も
の
、
密
漁
樺
者
よ
り
債
券
を
返
上
し
て
支
消
を

請
へ
る
も
の
等
で
あ
っ
た
Q
儒
造
藤
岡
等
不
正
の
行
爲
を

以
っ
て
採
用
し
な
か
っ
た
も
の
は
十
七
藩
、
四
拾
入
萬
墾

千
載
胃
H
武
拾
山
ハ
隅
園
九
拾
萱
銭
亀
厘
で
あ
っ
茜
κ
。
倫
侵
は
旦
起
等

に
關
す
る
詳
細
な
る
表
は
「
國
債
沿
革
略
」
「
明
治
財
政
史
」

に
掲
げ
ら
れ
て
居
を
か
ら
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
，

四
、
新
奮
公
債
卜
書
の
登
行

　
奮
藩
内
義
債
の
内
、
政
府
の
公
債
に
立
つ
べ
き
も
の
に

呈
し
て
は
、
現
金
を
以
っ
て
之
を
交
付
せ
す
、
都
べ
て
公
債

護
書
を
登
行
し
て
之
を
交
附
す
る
こ
ご
、
し
た
。
邸
ち
五

年
五
月
筆
癖
を
以
っ
て
弁
上
帯
が
太
政
官
へ
票
議
し
た
の

は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
昨
月
年
七
月
＋
四
日
慶
悪
意
揮
藁
葺
二
付
、
蕾
蓬
々
二
於
テ
從

　
荊
面
面
債
悉
皆
政
府
之
公
債
一
一
御
引
受
相
成
候
二
付
而
ハ
、
鰍



洲
各
國
之
方
法
二
微
ヒ
、
新
蔭
爾
種
之
公
債
早
書
ヲ
以
御
消
却

相
成
候
襟
致
シ
度
、
尤
黙
認
却
之
順
序
ハ
象
而
伺
濟
之
通
、
　
一

胆
管
公
債
誰
書
ト
致
シ
、
御
維
新
以
來
之
鷺
藩
債
漕
却
之
分
、
則

油
五
ケ
年
賦
三
年
据
置
利
息
付
二
有
之
、
一
ハ
篠
公
債
謹
書
ト

シ
テ
，
天
保
十
五
年
辰
年
ヨ
リ
御
維
新
以
前
迄
之
蕉
藩
債
溝
却

之
分
，
則
五
十
ク
年
賦
二
有
之
、
看
爾
種
謹
書
ラ
以
御
施
行
糧

成
候
ハ
．
・
、
下
畏
一
般
三
三
テ
得
候
ハ
勿
論
、
御
威
信
相
貫
、
丁

・
可
串
、
依
弱
前
文
爾
種
之
見
本
相
添
、
此
段
一
己
串
候

　
　
壬
申
五
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
大
酒
大
輔
井
上
馨

　
正
院
御
中

　
追
而
本
匠
三
種
ト
モ
譲
渡
三
儀
、
外
國
人
ラ
除
キ
候
旨
掲
載

　
致
シ
三
者
、
　
一
膿
外
回
三
民
・
一
勝
三
二
譲
渡
シ
致
シ
候
而
ハ

　
萬
一
右
謹
書
悉
ク
外
回
人
之
手
二
三
、
鋳
來
御
田
損
之
懸
念
「

　
モ
有
之
候
次
第
一
　
付
、
豫
防
湿
心
得
ニ
ハ
納
得
共
逐
礒
彼
我

　
同
様
之
御
題
置
一
＝
τ
三
嘆
候
襟
致
度
実
際
，
後
年
一
一
渉
リ
候

　
謹
書
之
外
國
入
ラ
別
観
ス
ル
様
掲
示
致
シ
置
候
モ
頗
ル
局
量

　
山
型
炉
二
甜
相
臼
乃
へ
、
斜
脚
脚
滋
適
々
出
納
有
ッ
細
謹
、
㎜
四
需
間
領
外
㎜
闘
眞
ハ
一
五

　
々
ハ
謹
書
面
ニ
チ
ハ
相
除
キ
置
、
彌
右
謹
書
獲
行
之
際
目
利

　
　
第
十
巻
　
　
研
究
　
　
蕉
藩
内
外
謹
債
鷹
分

息
渡
藁
薦
外
取
級
規
則
書
ヲ
モ
暫
定
、
頒
奮
候
様
致
度
二
付
、

當
分
之
虚
，
右
規
則
中
二
於
而
、
前
書
欝
欝
潤
え
貰
買
不
相

成
巳
旧
猟
承
巌
窟
シ
置
侮
職
ハ
、
・
、
他
β
僧
一
レ
ニ
モ
御
一
膿
㎝
置
致
易
キ

二
二
付
、
右
高
嶺
取
計
候
襟
仕
度
、
此
段
モ
併
而
相
伺
候
也

　
（
朱
書
）
熱
燗
翌
翌

　
『
法
規
分
類
大
全
』
『
太
政
功
田
』
『
明
治
財
政
史
』
等
に

は
右
の
票
議
を
四
月
二
十
三
獄
こ
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
何

れ
で
も
宜
し
い
事
柄
で
は
あ
る
が
、
最
初
或
る
も
の
が
誤

っ
た
が
爲
に
、
皆
其
誤
を
知
ら
す
に
踏
襲
し
て
來
た
こ
こ

か
ら
起
っ
て
居
る
。
歴
史
上
の
事
柄
は
此
類
の
誤
が
少
く

な
い
か
ら
序
に
ご
蕎
し
て
置
き
た
い
。
邸
ち
こ
の
四
月
二

十
三
日
ご
し
た
の
は
、
大
藏
省
よ
り
太
政
官
に
票
議
す
る

に
當
っ
て
、
其
草
案
を
認
め
て
豫
じ
め
長
官
の
「
覧
に
供

し
た
時
の
日
影
で
あ
る
（
、
こ
の
草
案
の
文
句
を
多
少
修
正

し
て
，
正
式
に
太
政
官
に
票
議
し
た
の
は
五
月
三
冊
で
あ

る
。
大
鼠
輩
に
は
こ
の
草
案
も
、
本
書
も
、
大
震
災
以
前

迄
は
現
存
し
て
居
た
が
、
そ
の
草
案
に
は
「
壬
串
四
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
第
コ
一
蓋
　
　
　
　
一
二
嚇
　
（
三
六
九
）



　
　
　
第
十
巻
　
研
究
　
蕪
藩
内
外
蓬
擬
鷹
分

十
三
疑
　
纏
澤
從
五
位
」
こ
し
て
雑
草
新
た
る
雛
澤
子
の

署
名
が
あ
る
。
「
大
藏
大
輔
弁
上
張
」
こ
し
て
は
居
な
い
〇

五
月
三
日
の
分
は
前
掲
の
如
く
太
政
官
の
朱
書
指
命
も
あ

っ
て
、
一
黙
の
疑
ふ
除
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
加
之
な

ら
す
こ
の
後
幾
も
な
く
十
月
二
十
七
H
公
債
謹
書
獲
行
難

題
刊
行
の
件
に
つ
い
て
、
弁
上
侯
よ
り
太
政
官
に
票
議
し

た
書
中
「
新
奮
爾
種
の
公
債
謹
書
御
重
器
質
成
候
機
致
し

度
重
縁
五
月
中
相
伺
候
虜
、
伺
之
通
御
允
許
相
成
」
云
々

こ
し
て
、
明
か
に
五
月
中
と
あ
る
に
よ
2
、
も
、
四
月
二
十

三
日
に
あ
ら
ざ
る
こ
ご
は
知
る
に
足
る
べ
き
で
あ
る
。
…
然

る
に
最
初
史
料
調
査
の
際
、
本
書
を
上
す
に
只
草
案
を
見

て
本
書
の
如
く
蓮
了
し
た
が
爲
に
、
斯
か
る
誤
を
來
し
だ

も
の
に
相
違
な
い
。
殊
に
明
治
財
政
史
に
は
稟
議
書
の
全

文
が
引
用
し
て
あ
る
が
、
之
は
草
案
の
原
書
に
も
擦
っ
た

も
の
で
な
く
、
他
か
ら
の
孫
引
で
、
而
か
も
脱
字
誤
宇
も

少
く
な
い
か
ら
、
叢
に
は
煩
を
厭
は
す
右
の
．
如
く
原
書
を

引
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。
爾
ほ
『
明
治
財
政
史
』
は
一
々

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
二
　
（
三
七
〇
）

根
本
史
料
に
糠
っ
て
編
糸
さ
れ
た
も
の
で
な
い
や
う
に
思

は
る
、
黙
が
澤
山
あ
る
。
そ
こ
に
種
々
の
誤
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
甚
だ
信
用
の
響
け
な
い
こ
ご
を
附
言
し
て
澱
き
た

い
。

　
斯
く
て
大
玉
省
に
て
は
、
新
蔭
公
債
讃
書
登
行
の
允
許

を
得
る
ご
丑
ハ
に
、
紙
幣
寮
に
於
い
て
始
め
て
公
債
讃
書
の

制底

C墨

ﾉ
旧
慣
工
†
，
し
、
　
一
山
力
に
は
試
公
…
情
資
諮
隅
烈
風
伽
印
行
線
賦
一
…
捌
を
翻
畑
雷
干

制
定
す
る
に
及
ん
で
、
是
年
十
月
二
十
七
日
更
に
太
政
官

に
稟
議
し
て
條
例
刊
行
の
儀
を
講
ひ
て
允
許
せ
ら
る
、
に

至
っ
た
。
去
り
な
が
ら
、
零
時
に
當
っ
て
負
債
調
査
は
未

だ
全
部
結
了
し
た
課
で
は
な
か
っ
た
が
、
東
京
、
大
阪
、
京

都
三
園
の
分
は
既
に
結
了
し
た
か
ら
、
先
づ
東
京
府
の
分

か
ら
之
を
庭
聾
す
る
こ
ご
に
淡
定
し
た
。
尤
も
愈
々
腱
分

す
る
日
に
は
、
貢
じ
め
一
般
に
頭
分
法
を
布
告
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
、
璽
六
年
一
月
十
四
日
、
井
上
侯
は
其
慮
分

法
案
を
太
政
官
に
稟
議
し
、
同
年
三
月
三
廻
第
入
十
二
號

布
告
と
し
て
蒋
戸
々
負
債
償
還
追
分
法
を
見
る
に
至
っ
た



而
し
て
新
蕪
公
債
謹
書
餐
行
條
例
も
刊
行
漸
く
成
り
て
、

同
月
二
十
五
日
普
く
布
達
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
腐
れ
我

國
に
於
け
る
國
債
條
例
の
噛
矢
で
あ
る
。
こ
の
桶
越
は
十

二
箇
條
四
十
蔦
即
よ
り
成
り
、
新
公
債
穣
公
債
の
魑
溺
、

謹
券
の
種
類
、
償
還
年
限
、
利
子
の
丁
合
、
元
利
賦
金
の

仕
彿
並
謹
雰
の
取
不
等
に
關
し
、
細
大
こ
な
く
之
を
網
羅

し
、
謹
券
の
最
少
諸
等
拾
五
圓
未
満
の
端
金
に
慣
し
て
は

雷
干
公
債
の
年
限
に
慮
じ
て
、
　
一
罰
引
の
箪
法
に
よ
っ
τ

現
金
に
て
償
選
す
る
こ
ご
、
し
だ
Q
叉
公
債
謹
書
を
交
附

す
乃
場
合
怠
、
債
椹
者
よ
り
電
算
文
を
差
出
さ
し
め
て
交

換
す
る
。
若
し
其
奮
謹
文
一
通
の
中
に
公
債
こ
し
て
認
め

ら
る
、
も
の
こ
然
ら
ざ
る
も
の
こ
を
二
楼
包
含
し
て
居
る

も
の
は
、
其
謹
文
の
裏
書
に
内
金
何
圓
は
公
債
ビ
し
て
謹

書
交
附
の
旨
を
謹
印
す
る
こ
ご
、
し
た
○
叉
全
く
無
謹
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
も
の
に
調
し
て
は
、
交
附
せ
る
謹
書
の
領
牧
書
を
徴
す

る
こ
ご
に
規
定
せ
ら
れ
た
。
尤
も
こ
の
條
例
は
愈
實
施
す

る
に
常
う
て
多
少
訂
正
を
要
す
る
黙
が
あ
っ
て
、
一
部
の

　
　
　
第
十
．
総
　
　
研
　
究
・
　
霧
藩
内
外
ψ
債
慮
分

改
正
を
行
っ
た
が
、
八
年
五
月
に
至
っ
て
更
に
改
正
布
告

を
示
し
て
大
膿
完
成
の
も
の
ご
な
っ
た
。
併
し
こ
の
後
も

改
捌
増
補
し
た
こ
ご
が
屡
あ
っ
た
が
、
叢
に
は
是
等
の
黙

に
就
い
て
は
『
國
債
洛
革
路
』
㎞
等
に
二
っ
て
す
べ
て
省
略

に
從
ふ
こ
ご
》
す
る
。

　
か
く
て
愈
公
債
謹
書
を
交
附
し
た
総
額
は
、
新
公
債
が

二
百
四
山
‘
↓
ハ
藩
、
嵩
証
千
武
甲
臼
入
拾
武
萬
○
武
百
拾
山
ハ
欄
剛
武

拾
五
鏡
武
厘
、
奮
公
債
が
二
百
二
十
入
藩
、
萱
千
登
百
載

拾
武
萬
○
入
百
一
四
拾
志
足
七
山
ハ
拾
墾
銭
五
厘
、
　
A
旦
計
武
千
M
四

百
〇
四
萬
壼
千
〇
五
拾
七
國
八
拾
八
鏡
七
厘
で
あ
っ
元
。

第
三
號

三
三
　
（
三
七
一
）


